
申請手続きについて 

 

１ 手続き 

 

 

 

 

使用したい室の空き状況を確認 

 

 

・・・・ 

 

 

直接来校か、電話等で確認。 

 

 

 

 

 

 

 

申請書を入手 

 

 

 

・・・・ 

 

 

 

ホームページからダウンロードし印刷。

直接取りに来ることも出来ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込書による正式な申込み 

 

 

 

 

 

・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

持参もしくは郵送でお願いします。 

併せて、長３封筒に切手 82円分を貼り、

申込者の住所と氏名を記入の上、持参も

しくは同封して下さい。（使用承認書等

郵送封筒）土日等祝日の場合は２ヶ月前

までに提出して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用承認書の交付 

 

 

 

・・・・ 

 

 

 

 

使用承認書を郵送します。 

「ご使用上のお願い」も同封しますので、

確認して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施 設 の 使 用 

 

 

 

 

・・・・ 

 

 

 

使用料金が発生します。 

  注意：準備から後始末までの 

   時間になります 

 

                                              

 

指定金融機関へ使用料を納付 

 

 

 

 

 

 

 

納付書を郵送しますので、金融機関で納

付して下さい。 

 

 

２ 以下に該当する場合、施設の貸出はできません 

  ・使用の目的や内容が、施設の趣旨にそぐわないとき。 

  ・使用の目的や内容が、公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。 

  ・営利を目的として使用するおそれがあるとき。 

  ・使用の内容や方法が、施設及び設備等を損傷するおそれがあるとき。 

  ・その他、校長が施設の管理上支障があると認めたとき。 

 

３ 使用の変更及び取りやめをする場合 

  ・使用承認書の交付を受けた後で、使用日時や会場など記載事項に変更及び取りやめが生じた場合  

     は速やかに、能力開発支援課にご連絡ください。 

   

４ その他 

  ・使用者は、使用承認を受けた目的以外の目的で使用したり、第三者に使用させたりすることは出  

     来ません。  

 

 

 

 

 


